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人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
九
―
九
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
細
則

◯
人
事
委
員
会
細
則
七
―
六
二
―
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
の
実
施
細
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則

人
事
委
員
会
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
規
定
す
る
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
十
六
条
第
四
号
に
お
い
て
「
県
費
負
担
教
職

員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
中
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

八
　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
者
を
も
つ
て
補
充
し
よ
う
と
す
る
職

第
二
十
六
条
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
　
県
費
負
担
教
職
員
を
も
つ
て
補
充
し
よ
う
と
す
る
職
で
、
教
育
庁
又
は
教
育
機
関
（
秋
田
県

教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
十
六
条

に
規
定
す
る
教
育
機
関
を
い
う
。
）
に
置
か
れ
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
職
を
除
く
。
）

五
　
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
を
も
つ
て
補
充
し
よ
う
と
す
る
職

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
職
の
う
ち
」
の
下
に
「
同
条
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る

も
の
、
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
六
号
」
を
「
及

び
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
ホ
の
表
二
級
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
三
級
の
項
中
「

「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
表
四
級
の
項
中

「
を

」

１

人

事

委

員

会

規

則

又
は
ス
ポ
ー
ツ
主
事
　
　
　
、
管
理
主
事
、
学
芸
主
事
、
ス

ポ
ー
ツ
主
事
、
指
導
主
事
補
又
は
社
会
教
育
主
事
補
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
教
育
主

「

事
　
　
　
　
　
、
管
理
主
事
、
学
芸
主
事

殊
学
校
の
校
長
の
職
務

高
等
学
校
又
は
特

の
校
長
の
職
務

基
づ
き
困
難
な
業
務
を
行
う
教
育
庁
等
の
指

管
理
主
事
、
学
芸
主
事
又
は
ス
ポ
ー
ツ
主
事

１
　
高
等
学
校
又
は
特
殊
学
校

２
　
特
に
高
度
の
知
識
経
験
に

導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
、

の
職
務
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に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
一
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
二
十
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め

る
。第

二
十
条
中
「
第
十
条
の
二
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
表
知
事
部
局
本
庁
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
知

」

」

「

事
部
局
の
項
中

「
を

」

２

の
校
長
の
職
務

基
づ
き
困
難
な
業
務
を
行
う
教
育
庁
等
の
指

管
理
主
事
、
学
芸
主
事
又
は
ス
ポ
ー
ツ
主
事

課
長

室
長

チ
ー
ム
リ
ー

ダ
ー

考
査
員

政
策
監

技
術
管
理
監

課
長

国
際
教
養
大

学
設
置
準
備

事
務
局
長

室
長

チ
ー
ム
リ
ー

ダ
ー

考
査
員

政
策
監

防
災
監

技
術
管
理
監

地
方
部

地
方
部
県
民
室

北
秋
田
地
方
部
大
館
地
区
総

合
事
務
所

地
方
部
長

地
方
部
副
部

長

室
長

所
長

主
幹

主
任
専
門
員

地
域
振
興
局

大
館
地
区
総
合
事
務
所

八
郎
潟
基
幹
施
設
管
理

務
所

仙
北
平
野
農
村
整
備
事

所ダ
ム
管
理
事
務
所
（
協

ダ
ム
管
理
事
務
所
及
び

松
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

除
く
。
）

ダ
ム
管
理
事
務
所
（
協

ダ
ム
管
理
事
務
所
及
び

松
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

限
る
。
）

局
長

部
長

次
長

上
席
主
幹

課
長

主
幹

主
席
専
門
員
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に
改
め
、
県
税
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
知
事
部
局
福
祉
事
務
所
の
項
中

」

「

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

」

」

「

「

の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、

」

」

「

「

同
表
知
事
部
局
女
性
相
談
所
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」
「

に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
衛
生
科
学
研
究
所
の
項
中

」
「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
総
合
農
林
事
務
所

」

」

（
北
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
、
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
及
び
仙
北
総
合
農
林
事
務
所
を
除
く
。
）
の

項
、
総
合
農
林
事
務
所
（
北
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
、
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
及
び
仙
北
総
合
農
林

事
務
所
に
限
る
。
）
の
項
及
び
総
合
農
林
事
務
所
出
張
所
の
項
を
削
り
、
同
表
知
事
部
局
畜
産
試
験

「

「

場
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
仙
北
平
野
土

」

」

地
改
良
事
務
所
の
項
及
び
八
郎
潟
基
幹
施
設
管
理
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
知
事
部
局
水
産
振
興

３

事務和大を和大に

局
長

部
長

次
長

上
席
主
幹

所
長

課
長

主
幹

出
納
室
長

所
長

主
幹

主
席
専
門
員

所
長

所
長

主
任
専
門
員

主
任
専
門
員

主
任
専
門
員

所
長

所
長

課
長

主
幹

主
幹

部
長

上
席
研
究
員

部
長

主
幹

上
席
研
究
員

主
席
専
門
員

主
席
専
門
員

主
任
専
門
員

所
長

主
任
専
門
研

究
員

主
任
専
門
員

所
長

主
任
専
門
研

究
員

主
幹
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「

「

セ
ン
タ
ー
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
大
阪

」

」

「

「

事
務
所
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

」

」

「

「

改
め
、
同
表
知
事
部
局
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
建
設
事
務
所
（
北
秋
田
建
設
事
務
所
、

」

秋
田
建
設
事
務
所
及
び
仙
北
建
設
事
務
所
を
除
く
。
）
の
項
、
建
設
事
務
所
（
北
秋
田
建
設
事
務

所
、
秋
田
建
設
事
務
所
及
び
仙
北
建
設
事
務
所
に
限
る
。
）
の
項
及
び
建
設
事
務
所
出
張
所
の
項
を

「

「

削
り
、
同
表
知
事
部
局
流
域
下
水
道
事
務
所
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
秋
田
中
央
道
路
建
設
事
務
所
の
項
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項

」

」

「

「

及
び
芋
川
災
害
復
旧
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
議
会
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
博
物
館
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

」

「

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
九
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
一
条
第
七
号
」
を
「
第
一
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
第
二
十
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
図
書
館
」
を
、
「
青
少
年

交
流
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
子
ど
も
博
物
館
」
を
加
え
、
「
、
生
涯
学
習

４

部
長

上
席
研
究
員

部
長

主
幹

上
席
研
究
員

所
長

所
長

主
幹

所
長

主
幹

所
長

所
長

主
任
専
門
研

究
員

主
任
専
門
研

究
員

主
任
専
門
員

所
長

所
長

主
幹

課
長

室
長

課
長

館
長

館
長
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セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
近
代
美
術
館
、
博
物
館
、
農
業
科
学
館
」
に
、
「
及
び
ス
ポ
ー
ツ
主
事
」
を

「
、
管
理
主
事
、
学
芸
主
事
、
ス
ポ
ー
ツ
主
事
、
指
導
主
事
補
及
び
社
会
教
育
主
事
補
（
教
育
職
給

料
表
（二）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
か
ら
引
き
続
き
当
該
職
員
と
な
つ
た
者
及
び
人
事
委
員
会
が
こ

れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
教
育
職
給
料
表
」
を
「
教
育

職
給
料
表
（二）
」
に
改
め
、
「
職
員
か
ら
」
の
下
に
「
引
き
続
き
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

四
　
市
町
村
課
国
体
準
備
室
、
子
育
て
支
援
課
、
県
民
文
化
政
策
課
、
環
境
政
策
課
環
境
あ
き
た

ア
ク
シ
ョ
ン
チ
ー
ム
、
建
設
交
通
政
策
課
、
公
文
書
館
又
は
総
合
生
活
文
化
会
館
に
勤
務
す
る

職
員
で
人
事
委
員
会
が
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
準
ず
る
と
認
め
る
も
の

第
五
条
第
九
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
県
税
事
務
所
」
を
「
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
県
税
課
（
秋
田
地
域
振
興
局
に
あ
つ

て
は
、
県
税
部
）
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
水
田
総
合
利
用
推
進
課
」
を
「
水
田
総
合
利
用
課
、
地
域
振
興
局
農
林
部
」

に
改
め
、
「
、
総
合
農
林
事
務
所
」
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
中
「
総
合
農
林
事
務
所
、
仙
北
平
野
土
地
改
良
事
務
所
、
八
郎
潟
基
幹
施
設

管
理
事
務
所
」
を
「
地
域
振
興
局
農
林
部
、
地
域
振
興
局
建
設
部
、
秋
田
地
域
振
興
局
八
郎
潟
基
幹

施
設
管
理
事
務
所
、
仙
北
地
域
振
興
局
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
、
建
設
事
務

所
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
総
合
農
林
事
務
所
、
建
設
事
務
所
」
を
「
地
域
振
興
局
農
林
部
、

地
域
振
興
局
建
設
部
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
総
合
農
林
事
務
所
、
仙
北
平
野
土
地
改
良
事
務
所
、
建
設
事
務
所
」
を

「
地
域
振
興
局
農
林
部
、
地
域
振
興
局
建
設
部
、
仙
北
地
域
振
興
局
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
、

地
域
振
興
局
の
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
改
め
、
「
、
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
削
り
、
「
、
高
速
道
路

対
策
事
務
所
及
び
芋
川
災
害
復
旧
事
務
所
」
を
「
及
び
高
速
道
路
対
策
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
中
「
総
合
農
林
事
務
所
、
仙
北
平
野
土
地
改
良
事
務
所
、
建
設
事
務
所
」
を
「
地

域
振
興
局
農
林
部
、
地
域
振
興
局
建
設
部
、
仙
北
地
域
振
興
局
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
」
に
改

め
る
。

第
十
四
条
中
「
総
合
農
林
事
務
所
、
仙
北
平
野
土
地
改
良
事
務
所
、
八
郎
潟
基
幹
施
設
管
理
事
務

所
、
建
設
事
務
所
」
を
「
地
域
振
興
局
農
林
部
、
地
域
振
興
局
建
設
部
、
秋
田
地
域
振
興
局
八
郎
潟

基
幹
施
設
管
理
事
務
所
、
仙
北
地
域
振
興
局
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
建
設
事
務
所
、
」
を
「
地
域
振
興
局
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

一
号
中
「
建
設
事
務
所
又
は
」
を
「
地
域
振
興
局
の
」
に
改
め
る
。

別
表
県
税
業
務
手
当
の
項
中
「
県
税
事
務
所
」
を
「
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
県
税
課
（
秋
田
地

域
振
興
局
に
あ
つ
て
は
、
県
税
部
）
」
に
、
「
所
長
、
主
幹
、
課
長
」
を
「
部
長
、
課
長
、
主
幹
」

に
改
め
、
同
表
ダ
ム
管
理
・
建
設
業
務
手
当
の
項
中
「
建
設
事
務
所
又
は
」
を
「
地
域
振
興
局
の
」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
署
と
し
、
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
公
署
（
以
下
「
準
特
地
公
署
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
二
」
に
改

め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
公
署
（
以
下
「

」
及

び
「

」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

５

級
別
区
分

四

級

地

公
　
　
署
　
　
名

北
秋
田
地
域
振
興
局
萩
形
・
森

吉
ダ
ム
管
理
事
務
所

北
秋
田
地
域
振
興
局
萩
形
・
森

吉
ダ
ム
管
理
事
務
所
森
吉
出
張

所北
秋
田
地
域
振
興
局
早
口
ダ
ム

管
理
事
務
所

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
小
阿
仁
奥
山

国
有
林

北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
字
砂
子
沢
下
岱
七
〇

北
秋
田
郡
田
代
町
早
口
字
大
割
沢
一
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別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

雄
勝
地
域
振
興
局
建
設
部
企
画
道
路
課
秋
ノ
宮
道
路
管
理
班
、
保
呂
羽
山
少
年
自
然
の
家
及

び
湯
沢
警
察
署
湯
の
岱
警
察
官
駐
在
所
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内

に
当
該
公
署
が
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）
、
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
特
地
勤
務
手
当
基
礎
額
に
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
割
合
に
平
成
十
五

年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

っ
て
は
百
分
の
四
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は

百
分
の
二
を
加
え
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

３

改
正
後
の
規
則
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
増
田
警
察
署
皆
瀬
警
察
官
駐
在
所
は
、
平
成

十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
準
特
地
公
署
と
す
る
。

４

増
田
警
察
署
皆
瀬
警
察
官
駐
在
所
に
在
勤
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額

は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
日
に
受
け
て
い
た
給
料
及
び
扶
養
手
当

の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額

を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
）
に
百
分
の
四
（
施
行
日
の
前
日
に
お

い
て
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
署
を
異
に
す
る
異
動
の
日
（
当
該
職
員
が
改
正

後
の
規
則
第
五
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す

る
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
て
い
る
場
合
は
、
百
分
の

二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
施
行
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百

分
の
百
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
五

６

三

級

地

一

級

地

鹿
角
警
察
署
十
和
田
湖
警
察
官

駐
在
所

北
秋
田
地
域
振
興
局
山
瀬
ダ
ム

管
理
事
務
所

山
本
地
域
振
興
局
素
波
里
・
水

沢
ダ
ム
管
理
事
務
所

山
本
地
域
振
興
局
素
波
里
・
水

沢
ダ
ム
管
理
事
務
所
水
沢
出
張

所仙
北
地
域
振
興
局
鎧
畑
ダ
ム
管

理
事
務
所

仙
北
地
域
振
興
局
協
和
ダ
ム
管

理
事
務
所

雄
勝
地
域
振
興
局
建
設
部
企
画

道
路
課
秋
ノ
宮
道
路
管
理
班

水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
内
水
面
試

験
池

保
呂
羽
山
少
年
自
然
の
家

大
館
警
察
署
大
葛
警
察
官
駐
在

所矢
島
警
察
署
笹
子
警
察
官
駐
在

所湯
沢
警
察
署
田
代
警
察
官
駐
在

所湯
沢
警
察
署
仙
道
警
察
官
駐
在

所湯
沢
警
察
署
湯
ノ
岱
警
察
官
駐

在
所

鹿
角
郡
小
坂
町
十
和
田
湖
字
大
川
岱
一
三
の

六北
秋
田
郡
田
代
町
岩
瀬
字
大
川
目
元
渡
四
の

一
九
八

山
本
郡
藤
里
町
粕
毛
字
鹿
瀬
内
沢
国
有
林

山
本
郡
峰
浜
村
水
沢
字
水
沢
山
一
三

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田
沢
字
中
山
四
四
の
七

仙
北
郡
協
和
町
船
岡
字
大
川
前
八

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
畑
五
〇

北
秋
田
郡
阿
仁
町
中
村
字
戸
草
沢
六
七

平
鹿
郡
大
森
町
八
沢
木
字
大
木
屋
七
三

北
秋
田
郡
比
内
町
大
葛
字
大
葛
四
四
の
一

由
利
郡
鳥
海
町
上
笹
子
字
下
野
四
の
二

雄
勝
郡
羽
後
町
田
代
字
梺
九
一
の
三

雄
勝
郡
羽
後
町
中
仙
道
字
堀
内
七
一
の
四

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
山
居
野
二
の
七

公
　
　
署
　
　
名

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

秋
田
地
域
振
興
局
岩
見
ダ
ム
管

理
事
務
所

雄
勝
地
域
振
興
局
皆
瀬
・
板
戸

ダ
ム
管
理
事
務
所

森
吉
警
察
署
幸
屋
渡
警
察
官
駐

在
所

河
辺
郡
河
辺
町
三
内
字
財
の
神
国
有
林

雄
勝
郡
皆
瀬
村
川
向
字
小
貝
淵
一
一
の
二

北
秋
田
郡
阿
仁
町
幸
屋
渡
字
西
野
小
綱
一
一
の
六
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年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
五
十
）
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
九
―
九
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
九
―
九
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
九
―
九
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
社
団
法
人
秋
田
県
林
業
コ
ン
サ
ル
タ

別
表
中
「
社
団
法
人
秋
田
県
林
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
団
法
人
あ
す
の
秋
田
を
創
る
協
会

ン
ト

に
改
め
る
。

」
附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
細
則
七
―
六
二
―
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
の
実
施
細
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長
　
石
　
田
　
槇
　
男
　

人
事
委
員
会
細
則
七
―
六
二
―
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
の
実
施
細
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る

細
則

細
則
七
―
六
二
―
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
の
実
施
細
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
号
中
「
簡
易
局
」
を
「
郵
政
窓
口
事
務
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
委
託
事
務
を
行
う
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第

八
号
中
「
に
規
定
す
る
病
院
」
の
下
に
「
（
次
号
に
規
定
す
る
旧
総
合
病
院
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
を
加
え
、
同
条
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九
　
旧
総
合
病
院
　
最
寄
り
の
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
五

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
第
四
条
に
規
定
す
る
総
合
病
院
を
い
う
。

第
三
条
第
十
号
中
「
商
店
」
の
下
に
「
（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
上
欄
」
を
「
各
項
目
」

に
、
「
当
該
下
欄
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
五
万
人
以
上
の
市
」
を

「
三
万
人
以
上
の
市
町
村
」
に
、
「
市
の
市
役
所
」
を
「
市
町
村
の
市
役
所
又
は
町
村
役
場
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
五
万
人
以
上
の
市
」
を
「
三
万
人
以
上
の
市
町
村
」
に
、
「
市
の
人
口
」
を

「
市
町
村
の
人
口
及
び
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
受
給
状
況
」
に
改
め
る
。

「

別
表
第
一
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

「

に
、

」

「
を

」

７

人

事

委

員

会

細

則

３
６
９
1
2
1
5
1
8
2
1
2
4
3
0
3
6
4
2
4
8
5
4
6
0

２
４
６
８
1
0
1
2
1
4
1
6
2
0
2
4
2
8
3
2
3
6
4
0

Ａ

ま
で
の
距
離

で
の
距
離

１
２
４
６
８
1
0
1
2

Ｂ
０
１
１
２
３
４
５
６
８
1
0
1
2

Ａ
１
２
４
６
８
1
0
1
2

Ｂ
０
１
１
２
３
４
５
６
８
1
0
1
2

Ａ

郵
便
局
ま
で
の
距
離

役
場
ま
で
の
距
離

１
２
３
４
５
６
８
1
0

Ｂ
０
１
１
１
２
２
３
３

Ａ
１
２
３
４
５
６
８
1
0

Ｂ
０
１
１
１
２
２
３
３

1
2４1
2４

５５

郵
便
局

役
場
ま
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に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

」

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８

６
８
1
0
1
2

６
８
1
0
1
2

総
合
病
院
　
　
　
旧
総
合
病
院
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９

別
表
第
４
（
第
５
条
関
係
）

項
　
　
　
　
　
目
　
　

集
落

状
況

勤
務

状
況

飲
料

水

不
健

康
地

日
常
生
活
利
用
施
設

飲
　
　
食
　
　
店

喫
　
　
茶
　
　
店

理
・
美
容
院

書
　
　
　
　
　
店

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設

図
　
　
書
　
　
館

公
　
　
民
　
　
館

幼
　
　
稚
　
　
園

ス
ポ
ー
ツ
施
設

情
報
伝
達
機
能

細
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

周
囲
４
km
以
内
に
１
戸
も
な
い
場
合

周
囲
４
km
以
内
に
1
0
戸
以
内
の
場
合

単
独
勤
務

２
人
勤
務

天
水
、
川
水
、
ゆ
う
水
又
は
井
戸
水
を
利
用
す
る
場
合

天
水
、
川
水
、
ゆ
う
水
又
は
井
戸
水
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
浄
化
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
1
5
点
以
内

周
囲
2
0
km
以
内
に
５
項
目
な
い
場
合

周
囲
2
0
km
以
内
に
４
項
目
な
い
場
合

周
囲
2
0
km
以
内
に
３
項
目
な
い
場
合

周
囲
2
0
km
以
内
に
４
項
目
な
い
場
合

周
囲
2
0
km
以
内
に
３
項
目
な
い
場
合

新
聞
の
朝
刊
（
全
国
の
地
域
に
わ
た
っ
て
販
売
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
配
達
さ
れ
な
い
場
合
又
は
翌
日
以
降
の
配
達
と
な
る
場
合

日
本
放
送
協
会
の
地
上
放
送
が
受
信
で
き
な
い
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合

点

30
点

20
点

20
点

10
点

15
点

10
点

20
点

10
点

５
　
点

10
点

５
　
点

５
　
点

５
　
点

（
）

（
）

（
注
）
１
　
「
勤
務
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
第
６
条
第
２
号
に
規
定
す
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
数
に
よ
り
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
「
勤
務
状
況
」
の
点
は
、
「
集
落
状
況
」
に
よ
る
点
が
加
算
さ
れ
る
場
合
に
限
り
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
「
集
落
状
況
」
、
「
飲
料
水
」
及
び
「
不
健
康
地
」
の
点
は
、
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
半
数
以
上
の
職
員
の
居
住
地
の
状
況
が
該
当
し
な
い
と
き
は
、
各
項
目
５
点
を
減
点
し
た
点
数
　

を
限
度
と
す
る
。

４
　
「
情
報
伝
達
機
能
」
の
点
は
、
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
半
数
以
上
の
職
員
の
居
住
地
の
状
況
が
同
様
で
あ
る
場
合
に
限
り
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
注
）
１
　
減
点
対
象
の
市
町
村
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
合
計
点
数
を
上
限
と
し
、
一
の
市
町
村
の
最
大
点
を
下
限
と
し
て
、
そ
の
点
数
内
で
生
活
実
態
等
を
勘
案
し
な
が
ら
調
整
を
行
う
も
の
と

す
る
。

２
　
職
員
の
８
割
程
度
以
上
が
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
受
給
し
て
い
る
公
署
に
つ
い
て
は
、
「
1
0
km
未
満
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
1
0
km
以
上
2
0
km
未
満
」
の
欄
の
点
数
を
適
用
す
る

も
の
と
す
る
。

別
表
第
６
（
第
６
条
関
係
）

公
署
か
ら
の
距
離

市
町
村
の
人
口

1
5
万
人
以
上
　
　
　
　
　
　
　

1
5
万
人
未
満
　
　
1
0
万
人
以
上

1
0
万
人
未
満
　
　
５
万
人
以
上

５
万
人
未
満
　
　
３
万
人
以
上

1
0
km
未
満

3
0
点

2
0
点

1
5
点

1
0
点

1
0
km
以
上

2
0
km
未
満

2
0
点

1
5
点

1
0
点

５
点

2
0
km
以
上

3
0
km
未
満

1
5
点

1
0
点

５
点

3
0
km
以
上

4
0
km
未
満

1
0
点

５
点

（
注
）
職
員
が
複
数
の
市
町
村
に
分
散
し
て
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は
、
各
点
数
に
職
員
構
成
割
合
を
乗
じ
て
得
た
点
数
の
合
計
を
減
点
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
７
（
第
６
条
関
係
）

準
ず
る
手
当
の
受
給
状
況

職
員
の
居
住
市
町
村
の
人
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
5
万
人
以
上
　
　
　
　
　
　
　

1
5
万
人
未
満
　
　
1
0
万
人
以
上

1
0
万
人
未
満
　
　
５
万
人
以
上

５
万
人
未
満
　
　
３
万
人
以
上

職
員
の
８
割
程
度
未
満

3
0
点

2
0
点

1
5
点

1
0
点

職
員
の
８
割
程
度
以
上

2
0
点

1
5
点

1
0
点

５
点

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
六
及
び
別
表
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号（第７条関係）

特　地　公　署　等　実　態　調　査　書

（ 年　　月　　日現在）

公署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

１　給料表別職員数

２　職員の居住する市町村の状況

３　経路略図　別紙とする。

４　公署の最寄りの駅又は停留所の状況

５　公署の最寄りの公共施設等の状況

６　交通機関又は道路の状況

給 料 表

職 員 数 人 人 人 人 人

計

人

備　　　　考

市 町 村 名

職 員 数 人 人 人 人 人 人

備　　　　考

駅又は停留所の名称 交通機関の名称 公署からの距離

km

備　　　　　　　考

公 共 施 設 等

小 学 校

中 学 校

高 等 学 校

郵 便 局

役 場

診 療 所

病 院

旧 総 合 病 院

スーパーマーケット

金 融 機 関

市 の 中 心 地

県 庁 所 在 地

名　　称

秋田県庁

所　　在　　地

秋田市山王四丁目１－１

交通機関の

ない部分

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

バ　　　ス

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

鉄　　　道

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

備　　考

公　署　か　ら　の　距　離

交通機関のある部分

区　　　分 区　　　　　　　間

～

～

～

～

～

～

距　　離

km

km

km

km

km

km

該当要素交通機関又は道路の状況



平成15年 3月30日（日曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

12

７　生活環境

（１） 公署

（２） 宿舎

８　特記事項

なし・10戸以内（ 戸）・11戸以上

水道　　有・無（井戸水・川水・天水・ゆう水・その他　　　　　　　　　　　

浄化設備　有・無）

風土病地域等　　湿潤地域　　極寒地域　　多雪地域　　有毒ガス発生地域等

その他　　　　　　　　　　　　　備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

周囲４km以内の民家の戸数

使 用 飲 料 水

不 健 康 な 地 域 状 況

交通用具を使用した場合の

公署からの距離

名　　　　　称 距　　離

km

km

km

km

km

km

km

km

km

施　　設

飲 食 店

喫 茶 店

理 ・ 美 容 院

書 店

クリーニング店

図 書 館

公 民 館

幼 稚 園

スポーツ施設

所　　在　　地

なし・10戸以内（ 戸）・11戸以上

水道　　有・無（井戸水・川水・天水・ゆう水・その他　　　　　　　　　　　

浄化設備　有・無）

風土病地域等　　湿潤地域　　極寒地域　　多雪地域　　有毒ガス発生地域等

その他　　　　　　　　　　　　　備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

周囲４km以内の民家の戸数

使 用 飲 料 水

不 健 康 な 地 域 状 況

宿舎名　　　　　　　　　　　　　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入居職員数　　　　　人
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